
 

処 分 基 準 

行 政 処 分 の 要 件 処 分 の 内 容 

（１）無許可営業 

法第１４条第１項若しくは第６項又は法第１４条

の４第１項若しくは第６項の規定に違反して、産業廃

棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行った者 

許可の取消し 

（２）不正手段による営業許可取得 

不正の手段により法第１４条第１項若しくは第６

項又は法第１４条の４第１項若しくは第６項の許可

（法第１４条第２項若しくは第７項又は法第１４条

の４第２項若しくは第７項の許可の更新を含む。）を

受けた者 

（３）無許可事業範囲変更 

法第１４条の２第１項又は法第１４条の５第１項

の規定に違反して、産業廃棄物の収集若しくは運搬又

は処分の事業を行った者 

（４）不正手段による事業範囲変更許可取得 

不正の手段により法第１４条の２第１項又は法第

１４条の５第１項の変更の許可を受けた者 

（５）事業停止命令違反・措置命令違反 

法第１４条の３（法第１４条の６において準用する

場合を含む。）、法第１９条の５第１項又は法第１９

条の６第１項の規定による命令に違反した者 

（６）委託基準違反 

法第１２条第５項又は法第１２条の２第５項の規

定に違反して、産業廃棄物の処理を他人に委託した者 

（７）名義貸しの禁止違反 

法第１４条の３の３又は法第１４条の７の規定に

違反して、他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は

処分を業として行わせた者 

 



（８）施設無許可設置 

法第１５条第１項の規定に違反して、産業廃棄物処

理施設を設置した者 

 

（９）不正手段による施設設置許可取得 

不正の手段により法第１５条第１項の許可を受け

た者 

（１０）施設無許可変更 

法第１５条の２の６第１項の規定に違反して、法第

１５条第２項第４号から第７号までに掲げる事項を

変更した者 

（１１）不正手段による施設変更許可取得 

不正の手段により法第１５条の２の６第１項の変

更の許可を受けた者 

（１２）無確認輸出 

ア 法第１５条の４の７第１項において読み替えて準

用する法第１０条第１項の規定に違反して、産業廃棄

物を輸出した者（未遂の場合を含む。） 

イ アの目的でその予備をした者 

（１３）受託禁止違反 

法第１４条第１５項又は法第１４条の４第１５項

の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者 

（１４）不法投棄 

ア 法第１６条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

（未遂の場合を含む。） 

イ アの目的で廃棄物の収集又は運搬をした者 

（１５）不法焼却 

ア 法第１６条の２の規定に違反して、廃棄物を焼却し

た者（未遂の場合を含む。） 

イ アの目的で廃棄物の収集又は運搬をした者 

（１６）指定有害廃棄物の処理禁止違反 

法第１６条の３の規定に違反して、指定有害廃棄物

の保管、収集、運搬又は処分をした者 



 

（１７）委託基準違反、再委託禁止違反 

法第１２条第６項、法第１２条の２第６項、法第１

４条第１６項又は法第１４条の４第１６項の規定に

違反して、産業廃棄物の処理を他人に委託した者 

 

（１８）施設改善命令・使用停止命令違反、改善命令違反 

法第１５条の２の７又は法第１９条の３の規定に

よる命令に違反した者 

（１９）施設無許可譲受け・無許可借受け 

法第１５条の４において準用する法第９条の５第

１項の規定に違反して、産業廃棄物処理施設を譲り受

け、又は借り受けた者 

（２０）無許可輸入 

法第１５条の４の５第１項の規定に違反して、国外

廃棄物を輸入した者 

（２１）輸入許可条件違反 

法第１５条の４の５第４項の規定により許可に付

せられた条件に違反した者 

（２２）土地形質変更の計画変更命令・措置命令違反 

法第１５条の１９第４項又は法第１９条の１０第

１項の規定による命令に違反した者 

９０日の停止命令 

（２３）虚偽管理票交付 

法第１２条の４第１項の規定に違反して、虚偽の記

載をして管理票を交付した者 

 

（２４）管理票に係る勧告の措置命令違反 

法第１２条の６第３項の規定による命令に違反し

た者 

（２５）施設使用前検査受検義務違反 

法第１５条の２第５項（法第１５条の２の６第２項

において準用する場合を含む。）の規定に違反して、

産業廃棄物処理施設を使用した者 

６０日の停止命令 

 



 

（２６）保管届出義務違反 

法第１２条第３項又は法第１２条の２第３項の規

定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

３０日の停止命令 

（２７）管理票交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載 

法第１２条の３第１項（法第１５条の４の７第２項

において準用する場合を含む。以下この号において同

じ。）の規定に違反して、管理票を交付せず、又は法

第１２条の３第１項に規定する事項を記載せず、若し

くは虚偽の記載をして管理票を交付した者 

 

（２８）管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載 

法第１２条の３第３項前段の規定に違反して、管理

票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を

記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを

送付した者 

（２９）管理票回付義務違反 

法第１２条の３第３項後段の規定に違反して、管理

票を回付しなかった者 

（３０）管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載 

法第１２条の３第４項若しくは第５項又は法第１

２条の５第５項の規定に違反して、管理票の写しを送

付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せ

ず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付し

た者 

（３１）管理票・同写し保存義務違反 

法第１２条の３第２項、第６項、第９項又は第１０

項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しな

かった者 

（３２）引受禁止違反 

法第１２条の４第２項の規定に違反して、産業廃棄

物の引渡しを受けた者 

 



 

（３３）虚偽管理票写し送付・虚偽報告 

法第１２条の４第３項又は第４項の規定に違反し

て、送付又は報告をした者 

 

（３４）電子管理票虚偽登録 

法第１２条の５第１項（法第１５条の４の７第２項

において準用する場合を含む。）の規定による登録を

する場合において虚偽の登録をした者 

（３５）電子管理票報告義務違反・虚偽報告 

法第１２条の５第２項又は第３項の規定に違反し

て、報告せず、又は虚偽の報告をした者 

（３６）処理困難通知義務違反・虚偽通知 

法第１４条第１３項又は法第１４条の４第１３項

の規定に違反して、通知せず、又は虚偽の通知をした

者 

（３７）処理困難通知保存義務違反 

法第１４条第１４項又は法第１４条の４第１４項

の規定に違反して、通知の写しを保存しなかった者 

（３８）土地形質変更届出義務違反・虚偽届出 

法第１５条の１９第１項の規定による届出をせず、

又は虚偽の届出をした者 

（３９）帳簿備付け義務違反・記載義務違反・虚偽記載・保

存義務違反 

法第１２条第１３項、法第１２条の２第１４項、法

第１４条第１７項及び法第１４条の４第１８項にお

いて準用する法第７条第１５項の規定に違反して帳

簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載を

し、又は法第１２条第１３項、法第１２条の２第１４

項、法第１４条第１７項及び法第１４条の４第１８項

において準用する法第７条第１６項の規定に違反し

て帳簿を保存しなかった者 

 

 



 

（４０）業廃止・変更届出・施設変更届出・施設相続届出義

務違反、虚偽届出 

法第１４条の２第３項及び法第１４条の５第３項

において準用する法第７条の２第３項、法第１５条の

２の６第３項において準用する法第９条第３項若し

くは第４項又は法第１５条の４において準用する法

第９条の７第２項の規定による届出をせず、又は虚偽

の届出をした者 

 

（４１）定期検査拒否・妨害・忌避 

法第１５条の２の２第１項の規定による検査を拒

み、妨げ、又は忌避した者 

（４２）維持管理事項記録義務違反・虚偽記載・備付け義務

違反 

法第１５条の２の４及び法第１５条の４の４第３

項において準用する法第８条の４の規定に違反して、

記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え

置かなかった者 

（４３）処理責任者等設置義務違反 

法第１２条第８項又は法第１２条の２第８項の規

定に違反して、産業廃棄物処理責任者又は特別管理産

業廃棄物管理責任者を置かなかった者 

（４４）報告拒否、虚偽報告 

法第１８条の規定による報告をせず、又は虚偽の報

告をした者 

（４５）立入検査拒否・妨害・忌避 

法第１９条第１項又は第２項の規定による検査若し

くは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 

（４６）技術管理者設置義務違反 

法第２１条第１項の規定に違反して、技術管理者を

置かなかった者 

 

 



 

（４７）事故時応急措置命令違反 

法第２１条の２第２項の規定による命令に違反し

た者 

応急措置に必要

な期間の停止命令 

（４８）その他の法違反行為 

（１）から（４７）までに規定する以外の法違反行

為を行った者 

１０日の停止命

令 

（４９）許可基準等不適合 

ア その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が

法第１４条第５項第１号若しくは第１０項第１号又は

法第１４条の４第５項第１号若しくは第１０項第１号

に規定する基準に適合しなくなった者 

イ 法第１５条第１項の許可に係る産業廃棄物処理施設

の構造又はその維持管理が法第１５条の２第１項第１

号若しくは法第１５条の２の３第１項に規定する技術

上の基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る法

第１５条第２項の申請書に記載した設置に関する計画

若しくは維持管理に関する計画（これらの計画について

法第１５条の２の６第１項の許可を受けたときは、変更

後のもの）に適合しなくなった者 

ウ 産業廃棄物処理施設の設置者の能力が法第１５条の

２第１項第３号に規定する基準に適合しなくなった者 

改善に必要な期

間の停止命令。ただ

し、改善が不可能な

場合は許可の取消

し 

（５０）許可条件違反 

法第１４条第１１項（法第１４条の２第２項におい

て準用する場合を含む。）若しくは法第１４条の４第

１１項（法第１４条の５第２項において準用する場合

を含む。）又は法第１５条の２第４項（法第１５条の

２の６第２項において準用する場合を含む。）の規定

により当該許可に付した条件に違反した者 

３０日の停止命令 

（５１）法違反行為の要求等 

他人に対し、法違反行為をすることを要求し、依頼

し、若しくは唆し、又は他人がこれらの法違反行為を

することを助けた者 

その者が他人に対

し、要求し、依頼し、

若しくは唆し、又は

助けた法違反行為の

区分に応じ、当該各

号に定める処分 

 


